
★加熱式たばこ・換算方法はこちら（国税庁ホームページ）

【区市町村別数量の記載】

〇計上する区市町村については、次のとおり区分してください。

・小売販売業者への売渡し：小売販売業者の営業所が所在する区市町村

・消費者等への売渡し及び消費等：当該製造たばこを直接管理する事務所等が

所在する区市町村

【合計数量の記入】

○区市町村ごとの数量の合計を、明細書最終ページの末尾に記入してください。

○合計欄に記載する数値は、「都たばこ税の申告書」の「課税標準数量」の数値と

一致します。

○この様式は、「都たばこ税の申告書」の「課税標準数量」欄に記載する製造たばこの

数量について、区市町村ごとの内訳を計上するものです。

○色のついている欄に必要事項を入力してください。

区市町村ごとに

売渡し等数量を記載

【製造たばこの売渡し又は消費等の合計数量】

○この欄には、以下を合算したものを記載してください。

・紙巻たばこの本数

・以下の製造たばこの重量を、区分ごとに紙巻たばこの本数に換算したもの

（パイプ：１ｇ＝１本、刻み・かみ・かぎ：２ｇ＝１本）

・加熱式たばこ・葉巻たばこについては、紙巻たばこ本数に換算した本数の合計数量

（換算方法は、下記リンク先をご参照ください。）

※小数点以下１位未満の端数があるときにはその端数を切り捨て、小数点以下１位ま

で

算出してください。

記入の必要

はありませ

【個人番号又は法人番号】

個人番号（12桁）又は法人番号（13桁）を記載してください。


